
 
 
 
 

平成 20 年 11 月 11 日 

地震火山噴火予知協議会御中 

東京大学地震研究所  

所長 大久保 修平 

 

共同利用・共同研究拠点の認定要請の発出について（依頼） 

 
拝啓、 

 時下益々、ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より、弊所の研究活動につ

きましては、一方ならぬご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

さて、お聞き及びのことと存じますが、文部科学省から H20.7.31 付けで、学校教育法施

行規則の一部を改正し、「共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」を施行する旨

の通知がありました（別紙 1 文部科学事務次官発通知参照）。 

地震研究所はこれまで、地震・火山噴火予知関連の研究者の皆様に対し、「全国共同利用」

の各種プログラムを提供してまいりました。たとえば、国内客員教授については、毎年8名と

いう枠の中から、5名の地震・火山噴火予知研究者の方を委嘱し、うち2名の方には地震火山

噴火予知協議会企画部の仕事に携わっていただいております。また、特定共同研究（A）と

いう枠組みでは、年間30件程度の予知関連の課題を採択し、予知経費の配分にあずからない全

国の研究者の予知計画への参加を支援してきました。さらに、研究集会においては、数多くの

予知関係のトピックスについて、研究交流の場を提供してまいりました。幸い、平成19年度末

に全国の地震・火山研究者を対象に実施した共同利用に関するアンケートの結果によれば、こ

れらの地震研究所共同利用プログラムには、高い評価が寄せられています。 

これらの事情を踏まえ、地震研究所としましては、平成 22 年度以降も、全国の共同利用・

共同研究の拠点としての活動を継続することを希望しております。この拠点として文部科

学省から認定されるには、全国の研究者コミュニティ（学協会等を含む）の要請が不可欠

となります。つきましては、地震研究所を地震・火山に関する理工学の共同利用・共同研

究の拠点として認定要請する件につき、ご賛同をいただき、文部科学省に対して要請文を

発出していただきたく、お願いする次第です。 

ご多用のところ恐縮ですが、よろしくご検討の上、ご回答くださるようお願い申し上げ

ます。 

敬具 

 

同封物 

別紙１．文部事務次官通知 

 

Earthquake Research Institute 
The University of Tokyo 
1-1-1, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0032, Japan. 

Tel. +81-3-5841-5660, Fax. +81-3-5689-4467 



director
長方形

director
テキストボックス
別紙１





director
長方形

director
長方形






